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第６次今金町総合計画の策定にあたって

　第５次今金町総合計画では、目標を「みんなで育てる『確かな地域力』心織りなす今
金物語」を町の将来像として掲げ、その実現に向けたまちづくりを進めてきました。
　同時並行的に策定している「第２次今金町総合戦略」でも、人口減少と地域経済縮小
の克服を目指し、「しごと」と「ひと」の好循環、それを支える「まち」の活性化を創
る取組を実践していますが、世界的な流行となった新型コロナウイルス感染症は、人々
の健康や医療に深刻な影響を与えるだけでなく、経済や人と人との交流にも大きな影響
を与えており、新たな生活様式や働き方などへの柔軟な対応、確立が求められています。
　そうした中、この度の第６次今金町総合計画の策定につきましては、第５次総合計画
の流れを踏まえつつ、これまでの取組や手法に加え、世代別や町ゆかりの方々へのまち
づくりアンケート実施をはじめ、策定審議会委員の一部公募制の導入、正副会長や各部
会長の多くに30代・40代の若い世代が就任し、そのリーダーシップを遺憾なく発揮さ
れ、将来・未来への願い、想いを語り、審議を重ね、提案・意見等を集約されたことは、
特筆すべきことであります。
　私たち町民の願いは町民憲章に託され、今日まで連綿と受け継がれており、新しい総
合計画のもと、町民一人ひとりの心をつなぎ、将来に夢や希望を持ち歩むことができ、
持続可能で多様性のある未来へバトンタッチする指針になるものと考えています。
　最後に、貴重なご意見・ご提言をいただきました町民や町ゆかりの皆様、限られた期
間の中で熱心にご議論いただいた総合計画策定審議会の皆様をはじめ、総合計画の議決
に関する条例制定や基本構想策定にあたりご審議賜った町議会の皆様に心より感謝申し
上げます。

令和３年３月

今金町長　外 崎　秀 人
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1 計画の目的
　近年の社会情勢は、少子高齢化の急速な進行、地球規模での環境問題など大きな変革の時期を迎え　近年の社会情勢は、少子高齢化の急速な進行、地球規模での環境問題など大きな変革の時期を迎え
ているとともに、様々な制度改正や地方創生の推進など、行政を取り巻く状況も大きく変化していまているとともに、様々な制度改正や地方創生の推進など、行政を取り巻く状況も大きく変化していま
す。これからも本町が発展していくためには、健全な財政のもとで町民・事業者・行政が一体となって、す。これからも本町が発展していくためには、健全な財政のもとで町民・事業者・行政が一体となって、
安全で安心できる生活環境の形成や、基幹産業である第１次産業の振興及び町外に誇ることができる安全で安心できる生活環境の形成や、基幹産業である第１次産業の振興及び町外に誇ることができる
地域資源の優位性を活かし、外部の様々な知見を取り込みつつ個性あふれるまちづくりを推進してい地域資源の優位性を活かし、外部の様々な知見を取り込みつつ個性あふれるまちづくりを推進してい
くことが求められています。くことが求められています。
　第６次今金町総合計画は、時代の変化に柔軟に対応し、本町が目指す姿と進むべき道筋を明らかに　第６次今金町総合計画は、時代の変化に柔軟に対応し、本町が目指す姿と進むべき道筋を明らかに
するための指針となる計画です。するための指針となる計画です。

2 計画の役割

役　割　❶

行政経営の指針

　総合計画はまちづくりを進
める行政経営の指針としての
役割を担います。

役　割　❷
町民と行政との

協働のための基本指針
　総合計画は地域活性化のた
めの町民の主体的なまちづく
り活動の基本指針としての役
割を担います。

役　割　❸

広域行政の連携指針

　総合計画は、国や道に対し
ては本町のまちづくりの基本
方向を明確に示すとともに、
近隣地域や他の行政機関との
広域的な連携指針としての役
割を担います。

3 計画の期間
　本計画は基本構想、基本計画、実施計画及び財政計画で構成し、基本構想は10年、基本計画、実施　本計画は基本構想、基本計画、実施計画及び財政計画で構成し、基本構想は10年、基本計画、実施
計画及び財政計画は５年を計画期間とします。計画及び財政計画は５年を計画期間とします。

役　割 令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

令和
９年度

令和
10年度

令和
11年度

令和
12年度

《 基本構想 》
今金町が目指していくまちの将
来像を展望し、その基本政策を
示します。

《 基本計画 》
基本構想に示した将来像の実現
を図るための施策を示します。

《 実施計画 》
基本計画に定めた施策を推進す
るため、実施計画は主要な事業
を位置付けるもの。

《 財政計画 》
実施計画に定めた事業を着実に
実施するため、計画期間内の収
支見込みを示します。

基本構想（10年間）

前期基本計画（５年間）前期基本計画（５年間） 後期基本計画（５年間）後期基本計画（５年間）

前期実施計画（５年間）前期実施計画（５年間） 後期実施計画（５年間）後期実施計画（５年間）

前期財政計画（５年間）前期財政計画（５年間） 後期財政計画（５年間）後期財政計画（５年間）

序　　論序　　論
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1 まちづくりの基本方向
　将来にわたって本町が存続し続けるためには、避けることのできない人口減少を受入れつつも、そ　将来にわたって本町が存続し続けるためには、避けることのできない人口減少を受入れつつも、そ
の抑制に取り組むことが重要です。の抑制に取り組むことが重要です。
今後も農産物の生産地としての強みや地域資源などを活かしながら、町民の雇用確保や福祉の充実な今後も農産物の生産地としての強みや地域資源などを活かしながら、町民の雇用確保や福祉の充実な
どにより安心して生活できる魅力的なまちづくりを、町民と行政が一丸となって進めていく必要があどにより安心して生活できる魅力的なまちづくりを、町民と行政が一丸となって進めていく必要があ
ります。ります。
　そのような住みよい魅力的なまちをつくるため、まちづくりの基本姿勢を以下のとおり設定します。　そのような住みよい魅力的なまちをつくるため、まちづくりの基本姿勢を以下のとおり設定します。

基本方向 ❶
まちの特性を活かした

魅力あふれるまちづくり

基本方向 ❷
新しい時代の流れを

取り入れたまちづくり

基本方向 ❸
町民とともに創る

まちづくり

2 今金町の将来像
　これまで進めてきたまちづくりの目標を継承しつつ、近年の激しい社会情勢の変化に対応し、町民　これまで進めてきたまちづくりの目標を継承しつつ、近年の激しい社会情勢の変化に対応し、町民
と行政が協働の精神で本町の新たな未来をと行政が協働の精神で本町の新たな未来を拓拓

ひらひら
くため、今金町第６次総合計画では10年後の町の将来像くため、今金町第６次総合計画では10年後の町の将来像

を次のとおり定めます。を次のとおり定めます。

10年後の町の将来像

みんなで創る　未来を拓
ひ ら

く物語
～ 人と人の想いで紡

つ む

ぐ、やさしさあふれる町 ～

3 目標人口
　本町では、令和元年度に見直しを行った「第２次今金町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の人口　本町では、令和元年度に見直しを行った「第２次今金町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の人口
の将来展望において、令和42年に人口規模3,600人の維持を目指すことを目標として人口減少対策をの将来展望において、令和42年に人口規模3,600人の維持を目指すことを目標として人口減少対策を
進めることとしました。進めることとしました。
　国立社会保障・人口問題研究所によると、本町の令和12年の推計人口は4,208人と推計されていま　国立社会保障・人口問題研究所によると、本町の令和12年の推計人口は4,208人と推計されていま
すが、「第２次今金町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中長期的な人口の目標の達成に向けて、本すが、「第２次今金町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中長期的な人口の目標の達成に向けて、本
計画では令和12年に4,767人の人口を確保することを目標とします。計画では令和12年に4,767人の人口を確保することを目標とします。

令和12年の推計人口

4,208人
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来

推計人口（平成30（2018）年推計）」

令和12年の目標人口

4,767人
「第２次今金町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の

中長期的な人口の目標の達成に向けた本計画の目標人口

基　本　構　想基　本　構　想
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4 政策の体系

基本目標１
いきいき今金
「人づくり」

■1 人の育成
■2 学校教育
■3 社会教育
■4 スポーツ振興
■5 文化振興

基本目標２
あんしん今金

「暮らしづくり」

■1 子育て支援
■2 健康づくり
■3 福祉
■4 消防・防災

基本目標３
はつらつ今金

「ものづくり」

■1 農林業振興
■2 商工業振興

基本目標４
ふれあい今金

「まちづくり」

■1 行政経営
■2 観光・交流・定住
■3 住生活
■4 環境保全
■5 情報通信
■6 交通

基本目標 政策分野

基本方向 ❶
まちの特性を活かした

魅力あふれるまちづくり

基本方向 ❷
新しい時代の流れを

取り入れたまちづくり

基本方向 ❸
町民とともに創る

まちづくり

将　来　像

みんなで創る　未来を拓
ひ ら

く物語
～ 人と人の想いで紡

つ む

ぐ、やさしさあふれる町 ～
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　町民自らが地域の課題解決を目指し、「今金町の子どもたちは今金町民の手で育む」を次世代の
人材育成のスタートラインとし、町民一人ひとりが学習できる環境整備や、各分野、地域に求めら
れる人材発掘や育成を進め、地域間交流が進み今金町への愛着度をさらに向上させ、人と人とが交
流し支え合えるまちを目指します。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 人づくりの基本の実践
❷ リーダーの育成
❸ 多文化共生の推進
❹ 多様な主体によるまちづくりへの参画
❺ 「読書と作文のまち」の取組推進

❶ “今金っ子”育成の推進
❷ 担い手育成の推進
❸ 地域づくり活動の促進
❹ まちづくりへの参画機会の拡充

　時代の変化に対応した確かな学力や豊かな心、健康な体を身につけられるよう、学校・家庭・地
域・団体・行政が一体となって“今金っ子”を育みます。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 家庭教育の実践
❷ 地域と学校の連携
❸ 青少年健全育成の推進
❹ 食育の推進
❺ 安全対策の推進

❶ 教育内容の充実
❷ 教育環境の充実
❸ 子どもたちへのサポートの推進
❹ 家庭教育の情報提供
❺ 地域に開かれた学校づくりの推進
❻ 学校給食を通じた食育の推進
❼ 通学・修学支援の充実
❽ 特別支援教育の充実
❾ 各種学校との連携推進

1 人の育成

2 学校教育

基本目標１ いきいき今金「人づくり」

前 期 基 本 計 画前 期 基 本 計 画
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　町民がいつでも、どこでも、だれでもが自由に学ぶことができ、町民一人ひとりが町の歴史や文化・
自然を大切にすることにより地域力を高め、豊かな学びと自立した地域社会の形成を目指します。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 社会教育活動の推進
❷ 国際理解教育の推進
❸ 生涯学習活躍の場づくり

❶ 生涯学習活動の促進
❷ 青少年健全育成の推進
❸ 国際交流活動の推進
❹ 読書活動の推進
❺ 社会教育団体の育成支援
❻ 社会教育環境の維持・管理

　町民が文化に親しみ文化活動に参加できる環境づくりや文化・芸術の担い手を育成するとともに、
本町や我が国にとってかけがえのない文化財を保護し、基礎的な調査・研究に取り組み、身近にあ
る文化財の価値を磨き上げ、その価値を学ぶ機会を設けることにより、郷土に誇りを持てる人材を
育成するまちづくりを目指します。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 主体的な文化活動の推進
❷ 各種文化講座への積極的な参加
❸ 歴史資源の伝承

❶ 文化・芸術活動の促進
❷ 芸術文化活動を支える施設の維持管理
❸ 文化財の保存と継承・活用
❹ 埋蔵文化財の保存と活用

　生涯スポーツ社会の実現を図るために「いきいき今金～育ち輝く地域人」を掲げ、町民がいつで
も・どこでも・だれもがスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会の構築と、「する」スポー
ツだけでなく「みる」「ささえる」などの多種多様な参加機会の提供を目指します。また、健康づ
くりや運動習慣の定着化を図り、町民だれもが健やかにスポーツ・レクリエーション活動を楽しめ
るまちを目指します。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 自分に合ったスポーツ・レクリエーション
 　への取組
❷ スポーツ・レクリエーションの普及・促進
❸ 指導者の育成
❹ メンタル要素向上の取組

❶ スポーツを通した人間力の形成
❷ スポーツによる地域の活性化
❸ 大学や外部機関との連携による人材の育成・
　 発掘
❹ スポーツを通した健康長寿社会の実現
❺ 参加しやすいスポーツ活動の実践
❻ スポーツ栄養や健康増進につながる食育活動
 　の普及啓発
❼ 活動を支えるスポーツ環境の充実

3 社会教育

4 スポーツ振興

5 文化振興
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　子どもが健やかに育つことができるよう、子育て家庭が安心して子どもを産み育てられる環境づ
くりを進め、子育てを地域や社会全体で支えるまちの実現を目指します。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 家庭教育の実践
❷ 地域における子育て支援の推進
❸ 支援を必要とする家庭への支援
❹ 職場における子育て支援

❶ 幼児教育・保育の充実
❷ 子育て支援の充実
❸ 母子保健の充実
❹ 支援が必要な子どもと家庭への支援

　子どもから高齢者まで、年齢や障がいの有無、性別等の違いに関係なく、住み慣れた地域で、ともに
支え合い、助け合いながら、その人らしく暮らし続けることができるまちづくりを目指します。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 福祉の考え方の理解と実践
❷ 地域における福祉活動の推進
❸ 社会参加の促進と支援

❶ 地域福祉の推進
❷ 高齢者介護・福祉の充実
❸ 障がいのある人への福祉の充実
❹ 低所得者福祉の推進

　町民の健康寿命の延伸に向けて、生涯を通じて健康づくりに励むことのできる環境をつくるとともに、
生活習慣病や要介護状態を早期発見、早期対応できる体制を整え、安心して暮らせるまちを目指します。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 自主的な健康づくりの推進
❷ 地域における健康づくり
❸ 職域における健康づくり
❹ いのちを支える活動の推進

❶ 健康づくり意識の啓発
❷ 保健事業の充実
❸ 感染症対策の推進
❹ 精神保健対策の推進
❺ 地域医療体制の充実
❻ 医療保険制度の健全運営

基本目標２ あんしん今金「暮らしづくり」

1 子育て支援

2 健康づくり

3 福祉
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　町民の生命、身体及び財産を守り、安全・安心に暮らせる地域社会の実現に向けて、消防体制の
強化を図り、防災体制の維持・確保に加えて地域防災力の強化を推進します。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 防火・防災に関する知識の習得と実践
❷ 共助による防災・減災への取組
❸ 消防・防災活動への協力

❶ 消防体制の充実
❷ 火災予防の推進
❸ 防災体制の強化
❹ 治山・治水対策の推進
❺ 応急手当の普及啓発

　本町の特色や強みを活かした第１次産業の活性化に向けて、農林業の振興に関わる多様な支援を
行うとともに、後継者対策や新たな担い手の確保、農地や森林の適正な維持管理に取り組みます。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 農畜産物の生産性及び品質の向上
❷ 労働力不足への対応
❸ 「食の安全・安心」の推進
❹ ブランド力の向上と販路拡大
❺ 鳥獣被害への対応
❻ 林業の振興

❶ 担い手及び新規就農者の育成・確保
❷ 農畜産物の生産性・品質の向上
❸ スマート農業の推進
❹ 生産基盤整備の推進
❺ 民有林及び町有林整備の推進

　町の商工業の持続的発展を図るため、行政、町民、事業者及び商工会等の協働による商工業の振
興を図るとともに、地域資源を活かした魅力ある商品の開発・生産を進めます。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 経営の安定化に向けた取組の推進
❷ 競争力の向上
❸ 働きやすい職場づくり
❹ 新規事業の創出

❶ 商工業企業への支援
❷ 地域の特性を活かした産業振興
❸ 勤労者の就労環境の向上

基本目標３ はつらつ今金「ものづくり」

4 消防・防災

1 農林業振興

2 商工業振興
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　時代に対応した行政機構の整備や事務事業の改善を進め、町民のニーズを的確に捉えた質の高い
行政サービスを提供するとともに、限られた財源の中で健全で透明な財政運営を堅持しつつ、町有
財産の有効活用、財源の確保を推進します。
　また、行政を含めた地域の多様な主体が協力、連携して地域コミュニティの維持や課題解決に取
り組むとともに、人口流出による人口減少に歯止めをかける取り組みを推進します。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 地域づくり活動の推進
❷ まちづくりに関する情報の発信と共有
❸ 町政への住民参画

❶ 広報・広聴活動の推進
❷ 組織運営の継続的な改善
❸ 健全な財政運営の推進
❹ 公共施設等の総合的な適正管理の推進
❺ 職員の資質能力の向上
❻ 広域行政の推進

　自然や農産物などの特徴・地域資源を活かした本町の観光分野の魅力を効果的な方法でＰＲし認知度
を高めるとともに、魅力的で愛着の持てる地域づくりに取り組み、交流人口及び関係人口の増加を促進
します。
　また、定住促進に向けて、Ｕ・Ｉ・Ｊターンを希望する人への多様な雇用の場づくりに取り組みます。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 多様な体験・交流機会の創出
❷ ＰＲ活動の推進
❸ イベントの充実
❹ 観光資源の魅力向上

❶ 情報発信の強化
❷ 観光・交流・定住に関する取組の充実
❸ 地域資源を活かした観光・交流の推進
❹ 交流人口・関係人口の拡大に向けた取組
❺ 雇用の拡大

　生活の基本となる住まいを町民のニーズに応じて確保するとともに、水道施設や町民の憩いの場とな
る公園を適切に維持管理することで、町民一人ひとりが安心して快適に生活を営むことができ、幸せを
実感できる「住みたい、住み続けたい、安全で安心して住み続けられるまち」を目指します。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 水道の有効活用
❷ 緑化活動の推進
❸ 防犯意識の向上

❶ 水道の安定供給
❷ 良好な住環境の整備
❸ 空き家・空き地の利活用の促進
❹ 公園・緑地の維持･管理
❺ 防犯体制の強化

1 行政経営

2 観光・交流・定住

3 住生活

基本目標４ ふれあい今金「まちづくり」
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　循環型社会の構築に向けた意識の啓発を図り、町民、事業者、行政の協働により、自然保護や省
資源化の取組を推進します。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 一人ひとりが実践できる環境保全の推進
❷ 地域における環境美化の推進
❸ 事業者によるエコ活動の推進
❹ 生活排水処理の推進
❺ 不法投棄の防止

❶ 自然環境の保全
❷ 生活排水の適切な処理の推進
❸ 一般廃棄物の適切な処理の推進
❹ 公害防止・環境美化・景観形成の推進
❺ 地球温暖化対策の推進

　高速通信網の整備を進め地域情報化を促進し、町民のだれもが情報を享受でき活発な情報発信・
交流ができるまちづくりを目指すとともに、未来技術を活用した新たな社会（Society5.0）の実
現に向けた取組を進めます。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ ＩＣＴ技術の利活用
❷ 情報モラルの向上
❸ インターネットやＳＮＳの活用

❶ 情報通信環境の充実
❷ 行政内部の情報化の推進
❸ Society5.0の推進

　冬道対策を含め、道路環境の適切な維持管理を進めるとともに、少子・高齢化など利用者環境の
変化に対応した、より良い地域公共交通の実現を目指します。

町民と行政が協働で進める取組 行政の取組
❶ 安全で快適な道路づくり
❷ 交通安全の推進
❸ 地域公共交通の利用

❶ 幹線道路網の整備促進
❷ 町道及び橋りょうの整備・維持管理の推進
❸ 除排雪等の充実
❹ 交通安全対策の推進
❺ 公共交通の維持・確保

4 環境保全

5 情報通信

6 交通
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